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大規模災害を想定した東京都の病院、医科学研究系施設における

感染性微盤物の封じ込め状b1
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要 約

東京 の特徴の一つ として、病院 ・病院関連検査機 関、お よび医科学研 究系施設が多 く存在することが挙げ られ

る。 こうした施設 では、感染性微生物 を含む様々な微生物が検査や研究のために 日常的に取 り扱われてい る。 こ

れ ら感染性微生物 の取 り扱いは、物理学的 ・生物学的封 じ込 め(physicalandbiologicalcontaimnent)の 原則 に

従 って行われている。 こうした封 じ込 め対策の機能が、平常時は勿論のこと、地震等の大規模災害等の非常時に

おいては更に厳密 に発揮 され る必要がある。我々は東京都にある上記関係諸機関(感 染症対応病院639施 設、40

大学(58施 設)、 国公立研究所23施 設 、医療系検査企業25施 設、それ に比較のための公立地方衛生研 究所77施 設)

合計822施 設 を対象 として、大規模災害を想定 した感染性微生物の封 じ込 めについて どの ような認識 を持 ち、 ど

のよ うな具体策を持っているのかその現状を調査 した。

キー ワー ド=大 規模災害、医学施設、感染性微生物、封 じ込め、バイオテロリズム

Abstract

AsacharacteristicofTokyo,therearemanyhospitalsthatprovidetreatmenttopatientswithinfectiousdiseases,as

wellasmanybiomedicalresearchinstitutes.Amongthesefacilities,variousinfectiousmicroorganismsareused

routinelyformedicaldiagnosisorforresearchpurposes.Ingeneral,strictphysicalandbiologicalcontainment

principlesareappI童edwhe薮d㈱ 簸難gw曲 宅heseinfectiousmicroorganisms.S㌃Ichs頴ctcontainmentlevelshouldbe

applied難otonlyinusualsi重 戯ionsb磁alsoincaseofurba慧gτeatdisas歓s。Wes駕diedtheac憩alco賊ainme飢levelof

infectiousmicroorganismsamongX22facilities(639hospitals,58researchfacilitiesof40universities,23nationaland

publicinstitutes,25commercialmedicallaboratories,and77publicdomestichealthinstitutesasareference).
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1.は じめ に

地震や津波、台風等の大規模な自然災害が発生すると

上下水道や、電力供給の機能低下や停止、安全な食糧供

給能力の低下等総合的な衛生水準の崩壊により二次災害

としての感染症の流行が危惧されることは、阪神淡路大

震災や中越地震を始めとして国内外の過去の経験が教

えるところであるは3の 。 ところで東京のような大都

市では感染性微生物を取 り扱 う施設が多いことから、大

規模災害時にはこうした施設で保有する感染性微生物が

漏出することが原因となって感染症が発生する危険性が

考えられ、こうした危機が現実のものとなりかけた例が

知 られている1忍1)。通常考えられる大規模災害の二次

災害としての感染症は、清潔な水や食料が不足するため

に起こりやすい細菌性 ・ウイルス性食中毒、細菌性赤痢

等の経口感染症や、体育館などの大規模空間を持つ避難

施設におけるインフルエンザ等の呼吸器系感染症など、

平常時においてもよく知られている感染症の発生が起こ

ると考えられる。一方、病院、医科学研究系施設におけ

る感染性微生物の封じ込めが不可能となった場合には、

通常の二次災害とは異なり、結核や、炭疽等研究施設が

保有している感染性微生物による感染症の発生が起こる

ことが考えられる。こうしたことを防ぐためには、感染

性微生物を保有する施設においては、大規模災害時も含

めた非常時における封 じ込め対策があらかじめ構築され

ていなければならない。本報告では東京都にある施設に

ついてその現状を調査した結果を述べる。

2.調 査対象

以下の5群 を調査対象とした。

第1群(病 院〉:

東京都内にある感染症対応病院(東 京都医療機関名簿

平成15年版、指定医療機関として感染症対応とされる病

院)639病 院。

第2群(大 学〉:

東京都内で医学部を有する大学ヱ6校(19施 設)(資

料:医 育機関名簿2002-2003羊 土社)。東京都内で歯学

部を有する大学4校(5施 設)。薬学部を有する大学12

椀 理学部(理 工学部を含む)を 有する大学14校、農学

部を有する大学5校 、看護学部3校 。大学合計40大学

(58施設)。 医学部を除いた大学についての情報は リク

ルー ト進学 ネ ッ ト東京編(h枕p://shingalcunet.com/Cbl

bim/shingaku.cgi)よ り得た。

第3群(国 公立医学系研究所 ・企業研究所):

東京 都 内 にあ る23研 究施設 。対 象施 設 の情報 は

UniversityHospitalInformationNetworkCUMINhttp://

www.umin.acjp)よ り得た。

第4群(医 療系検査企業):

全国衛生検査所名簿に記載 された東京都内にある医学

系検査機関(企 業)25施 設。

第5群(公 立地方衛生研究所):

国立感染症研究所感染症情報センター衛生研究所一覧

(http://idsc.nih.go.jp/ph∀chi11」臨雄1)記載の公立全国地方

衛生研究所77施 設。以上合計822施 設 を対象 とした。全

国地方衛生研究所 を対象 としたのは東京 と対比検討する

ためである。

3.方 法

調査対象とした822施設に対 して、①:ア ンケー ト質

問用紙 ②1回 答用紙 および協力を得る上で参考とし

てもらうために③:資 料(総 台都市研究2003.3第15

回公開講演会記録 東京の危機管理とそのツールを考え

る 講演頂 都市災害時の感染症流行の危険性と効果的

な防疫一災害時のバイオハザー ド危機管理対策→uの

以上3点 を郵送して回答を求めた。

アンケー ト用紙の質問内容を以下に示 した。

【1】:対象施設について

問01:貴 施設において感染1懸敷生物を管理する部署があ

りますか(回答1-3よ り選択)。

間02:感i染1生微生物を管理する部署がありましたらその

名称をご記入ください。

問03:委 員会組織などがない施設でも感染閨敷生物の管

理責任者を決めていますか(回答1-3よ り選択〉。

間04:感 染性微生物を管理する施設がない場合、あるい

は責任者がいない場含でも設置や任命が必要だと

思いますか(回 答1-3よ り選択)。

感染性微生物を管理する委員会がある場合、および感

染性微生物管理責任者がいる施設について。

問05:貴 施設には感染性微生物を管理するための規則が

ありますか(回 答1-4よ り選択)。

問06:感 染性微生物を管理する規則がある場合にはその
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名称をご記入 ください。

1瑚:感 染 陸微生物の管理について

貴施設の平常時における感染性微生物の管理について

お聞きします。対象は実験 として用いる感染性微生物、

および感染性微 生物を含む生体検査試料も含めます。

間07:ど のような感染惟微 生物を所有 していますか。そ

の名前をお書きください。あるいはバイオセーフ

ティー レベル(BSL)別 にお書きくだ さい。

BSLに ついては国立感染症研 究所病原体等安全管理

規定(平 成17年5月 版)の 別表1:病 原体等 のバイオ

セーフテ ィー レベルを分類する基準、及び別表1の 付表

1:病 原体の レベル分類によった。

BSL-1レ ベルの微生物:(個 体および地域社会に対す

る低危険度)ヒ トに疾病を起こし、或は動物に獣医学的

に重要な疾患を起こす可能性のないもの。

BSL-2レ ベルの微生物:(個 体に対する中等度危険度、

地域社会に対する軽微な危険度)ヒ ト或は動物に病原性

を有するが、実験室職員、地域社会、家畜、環境等に対

し重大な災害とならないもの、実験室内で暴露されると

重篤な感染を起こす可能性はあるが、有効な治療法、予

防法があり、伝播の可能性は低いもの。

Cレ ベルの微生物:(個 体に対する高い危険度、

地域社会に対する低危険度)ヒ トに感染すると重篤な疾

病を起こすが、他の個体への伝播の可能性は低いもの。

BSL畷 レベルの微生物:(個 体および地域社会に対す

る高い危険度)ヒ トまたは動物に重篤な疾病を起こし、

罹患者より他の個体への伝播が直接又は間接に起こりや

すいもの。

我国においてはBSレ4レ ベルの感染性微生物を扱え

る施設で稼動 しているものはない。従って本調査で対象

としているのは主にBSL-3に 分類 される感染性微生物

である。

問08:過 去の経lld'としてどのような感染性微 生物 を含む

生体試料を扱っていますか。その生体試 料の名称

をお書きくだ さい。あるいは分離された微生物が

判っている場合には封 じ込めレベル別にお書きく

ださい。

感染駐微生物の保存についてお聞き します。

間09:感 染性微 生物(生 体試料も含む)を 直接保存する

容器はどのようなものをお使いで しょうか。

問10:チ ューブを保存する容器はどのようなものをお使

いで しようか。

問11:問!0の 保存容器を保管する冷凍庫、液体窒素容器

などの保存用機器の保管はどのようにされている

でしようか。

問12:保 管 されている感染性微 生物について、その量 ・

本数など出し入れの記録がとられてお り、それを

管理す る責任者がい るで しょうか(回 答!-4よ

り選択)。

実験室内の実験中における感染性微 生物の管理につい

てお聞きします。

問13:実 験によっては感染性微 生物をオーバーナイ トで、

細胞培養によって増殖 させた り、液体培地 中で

シェーカーにかけて増殖することがあります。そ

うした実験 を行 う実験室についての作業 について

お聞きします(回 答!-3よ り選択)。

動物への感染実験についてお聞きします。

問14:感 染実験を行 っている場合の個体の識別管理につ

いてお答えください(回 答1-3よ り選択)。

感染性微生物の保存中、実験室内感染実験、および動

物感染実験のいずれ においても事故が発生することがあ

り、感染微生物の封 じ込めが損なわれる可能性があ りま

す。例えば、保管庫内における保存チューブの破損、停

電による実験室の陰圧の維持ができなくなる場合、バイ

オセー フテ ィー キャ ビネ ッ トのHEPAフ ィル ターの機

能不全、培養中の感染性微 生物の入った容器の破損等で

す。

問15;上 記のような実験 施設における事故が発 した場合

についてお答えください(回`%1-3よ り選択)。

【皿】:そ の他

問16:問15の 例に示 したような事故を想定 して封 じ込め

の訓練、あるいはシ ミュレーシ ョンを行っていま

すか。

例に示 したような平常時における事故が、火災や地震

等の大規模災害ではその規模がはるかに大きくなること

や、被害状況によっては施設内だけに感染1生微生物 を封

じ込めることができなくなることも想定されます。

問17:貴 施設においては大規模災害を想定 した感染微生

物の封 じ込めの必要 性を意識 されているでしょう

か。

問18:意 識 されている場合で、管理規定がある場 合には

大規模災害を想定 した対処方針が盛 り込まれてい
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るでしょうか。

問ヱ9:貴 施設の耐震 構造についてお聞き します(回 答1

-4よ り選択)
。

問20:貴 施設にっいて、大規模災害における感染性微 生

物の封 じ込め対策を総合的に見てどのように自己

評価 されますか(回 答 レ4よ り選択)。

問21:自 由意見 本アンケー トについて他、ご意見など

あ りま したらご記入下さい。

4.結 果

(1)ア ンケー トの回収率

5っ の群別に回収率を示 した。病院における回収数は

合計207で 、回収率は32%で あった。

表 蓬 第1群(病 院)の 回収率

業像施設 回答数 回収率
一般病院 577 182 32%

大学病院 31 13 42

国公立医療センター等 31 12 39%

合 計 639 207 32

大学における回収数は合計22で 、回収率は38%で あっ

た。

表2第2群(大 学)の 回収率

対象施設 回答数 回収率

医学部 19 6 32%

薬学部 12 5 42%

歯学部 5 3 60%

理学部 14 6 43%

農学部 5 0 o%

看護学部 3 2 67%

合 計 58 22 38

国公立0企 業研究所では、アンケー ト送付数23、 回収

数は9で 、回収率は39%で あった。

医療系検査企業では、アンケー ト送付数25、 回収数8

で回収率は32%で あった。

公立地方衛生研究所では、アンケー ト送付数77、 回収

数42で 、回収率は55%で あった。

(2)回 答結果

上記で得 られた回答について、アンケー トの質問を10

の項目に再分類してその結果を示した。

(2-1)感 染性微生物管理部署設置、および感染性微生

物保有の状況

第1群(病 院)

一般病院では回答を寄せた!82施設のうち68施設で管

理部署があり、113施設は感染性微生物を扱っていない

ために管理部署がないと回答した。1施 設は無回答で

あった。管理施設を有すると回答 した病院も感染性を有

する疑いのある生体検査材料に起因する院内感染対策を

主たる目的とするものであった。

大学病院では回答 した13病院のうち7施 設で管理部署

があり、そのうち5施 設で感染性微生物を保有している。

4施 設は感染1生微生物を扱っていないために管理部署が

ないと回答 した。2施 設は無回答であった。

国公立医療センター等では回答をした12施設のうち8

施設で管理部署があり、その8施 設はいずれも感染性微

生物を保有しており、1施 設は感染閨敷生物を扱ってお

らず管理部署もないと回答した3施 設は無回答であった。

第2群(大 学)

大学は、医学部では19施設中6施 設から回答が得られ、

このうち管理部署ありが4施 設、なしが2施 設であった。

この6施 設は全て感染性微生物を取り扱っているが、な

しと答えた2施 設のうち1施 設は現在管理部署の設置を

検討中であり、残る1施 設は取り扱 う研究者各個人の自

己管理であった。薬学部では!2施設中5施 設から回答が

得られ、管理部署ありが3施 設で全て感染1生微生物を取

り扱っている。管理部署なしが1施 設で感染性微生物を

取り扱っていない。無回答が1施 設であった。歯学部で

は5施 設中3施 設から回答が得られ、いずれも管理部署

があり感染閨敷生物を保有している。理学部では14施設

中6施 設から回答が得られ、管理部署ありが1施 設で微

生物を保有している。管理部署なしが3施 設で微生物を

取 り扱っていない。その他の1施 設はP1、P2レ ベルの

DNA組 換え微生物のみを扱っている。無回答が1施 設

であった。看護学部では3施 設中2施 設から回答が得ら

れ、いずれも感染性微生物を扱っておらず管理部署もな

いと回答 した。

第3群(国 公立0企 業研究所)

回答が得られた9施 設のうち、管理部署ありが4施 設

でいずれも感染歯敷生物を取り扱っている。管理部署な

しが4施 設で1施 設は感染性微生物を取り扱っており、

2施 設は取り扱っておらず、1施 設は微生物の取 り扱い
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については回答がなかった。1施 設は無回答であった。

第4群(医 療系検査企業)

回答が得られた8施 設のうち管理部署ありが4施 設で、

残 り4施 設は管理部署がない。この8施 設はいずれも微

生物検査を行っている施設である。

第5群(公 立地方衛生研究所)

77施設中42施設から回答が得られた。そのうち管理部

署ありが29施設でいずれも感染臨姓 物を保有している。

管理部署なしが13施設あり、このうち12施設で感染閨数

生物を保有している。1施 設は無回答であった。

(2-2)感 染性微生物管理規定の有無

2-1で 微生物管理部署を設置していると回答 した施

設に対して、感染性微生物を管理する規定の有無を質問

した。

第1群(病 院)

一般病院においては、感染雛微生物を含む生体試料を

検査機関に渡すまでの問一時的に保有することはある。

それで実際には院内感染防止のための微生物管理規定の

有無について回答を求めたことになる。感染性微生物を

管理する部署があると答えた68施設において、29施設で

規定があり、21施設がない、規定を作るべく検討中が6

施設、無回答が12施設であった。

大学病院においては、管理部署があると回答 した7施

設のうち4施 設で管理規定があり、そのうち2施 設では

感染性微生物を保有しており、残 り2施設は保有してい

ない。管理規定がなく感染性微生物を保有する施設が1

施設ある。感染性微生物を保有しており管理規定の作成

を検討中の施設が!施 設ある。感染性微 生物を保有して

いて無回答が1施 設ある。

国公立医療センター等においては、管理部署があると

回答した8施 設のうち管理規定があり、感染性微生物を

保有するのが2施 設、管理規定はないが感染性微生物を

保有するのが3施 設、現在規定を検討中が2施 設で、ひ

とっは感染整微生物を保有 しており、もうひとつはヒト

生体試料の保管のみを行っている。無回答は1施 設で

あった。

第2群(大 学)

大学病院については、管理規定があると答えた4学 部

9施 設いずれも感染1生微生物を保有していた。管理規定

がない、および検討中のいずれの施設においても感染性

微生物を保有していた。

第3群(国 公立 ・企業研究所)

管理部署があると回答した4施 設はいずれも管理規定

があり感染性微生物を保有している。

第4群(医 療系検査企業)

管理部署があると回答した4施 設はいずれも感染性微

生物を保有 しているが、3施 設は管理規定があり、1施

設は検討中である。

第5群(公 立地方衛生研究所)

管理部署があると回答した27施設はいずれも感染1生微

生物を保有 しているが、24施設は管理規定があり、1施

設は管理規定がない、3施 設は規定作成を検討中で、無

回答が1施 設であった。

(2-3)バ イオセーフティーレベル(ESL)別にみた保有す

る感染性微生物の種類

保有する感染性微生物、及び感染性微生物を含む生体

検査試料を国立感染症研究所病原体等安全管理規定(平

成17年5月 版)別 表1:病 原体等のバイオセーフティー

レベルを分類する基準の付表1:病 原体のレベル分類に

従ってその種類と扱 う施設数とを示した。

ウイルス及びクラミジア、リケッチア(表3)

表3保 有する微生物(ウ イルス及びクラミジア、 リ

ケッチア)の 種類と施設数

Hepatitis(A,B,C,D,E,G)

Influenza(Aβ,C)

IlerpESsimplex(1,2)

EB

Homancytomegala

Humanherpes6,7,8

Japaneseencephalitis

Polio(!-3)

RS

Chlamydia

Klv(1,2)

WestFile艶ver

Avianinfluenza

豚 コ レ ラ

ロ 蹄 疫

レベ ル2で はHepa亀it重sウ イ ル ス ・同検 査 生 体 試 料 を

保 有 す る施 設 が29施 設 あ り、Influenzaウ イ ル ス を9施

設 、Herpessimplexを4施 設 、EBウ イ ル ス を3施 設 、

Humancytomegaloウ イ ル ス を1施 設 、Humanherpes6,

7,8を1施 設 、Japaneseencephalitisを!施 設 、Polio(!-

3)を1施 設 、RSウ イ ル ス を2施 設 、Ch1膿ydiaを2施

設 で保 有 して い る。
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レ ベ ル3で はHomanimmunodeficiencyウ イ ル ス

(HIV1,2)を11施 設 、NestNileウ イ ル ス 、Avian

influenza、 豚 コ レラ、 及 びQ蹄 疫 を そ れ ぞ れ1施 設 で 保

有 して い る。

マ イ コ プ ラズ マ お よ び細 菌(表4)

表4保 有する微生物(マ イコプラズマ及び細菌)の 種類

と施設数

細 菌60菌 種

う ち

Bacilli2s

Bacillusanthraces

Mycobacteriumtubeculosis

Ma臨a闘 斑

Mbovls

Salmonellatyphi

Sやara童yphiA

レベル2で は細菌 は60菌 種のべ323施 設で保有 してい

る。

レベル3で は19菌 種をのべ83施 設で保有 している。具

体的にはBacillusazlt17racis(炭 疽菌)を1施 設、その他

のBacillus(レ ベル2だ が)を6施 設、Mycobacterium

tuberculosis(結 核 菌)を30施 設 、IVIycobacteriuln

afdca獅m、Mycobacteriumbovisを それ ぞれ1施 設 、

Salmonellatyphiを1J施 設、Salmonellaparatyphiを12施

設で保有 している。

真菌

規定別表には レベル3に 属す る真菌はない。 レベル2

で は8菌 種 のべ19施 設 で保有 してい る。具体的 には

Aspergillusを5施 設、Candidaを8施 設、Cryptococcus

を4施 設で保有 している。

寄生虫

寄生虫は規定別表でレベル2ま でだが、 レベル2で は

10種類のべX5施 設で保有 している。

(2-4)保 有する感染性微生物の管理システム

保有する感染性微生物の保存管理にっいて、実際に感

染性微 生物を保存す る容器、お よびそれを保管する冷凍

冷蔵庫等の機器、お よび所有する感染1生微生物の保管管

理システムについて回答 を求めた。本報告書ではその う

ち保管管理システムについての調査結果を示 した。

第1群(病 院)

感 染性微生物の保管管理についての回答結果は、合計

96施設 において、共通の記録簿があり管理責任者がいる

のは9施 設(一 般病院が5施 設、大学病院が2施 設、大

規模病院が2施 設)。 共通の記録簿があるが管理は各実

験者に任されているのが2施 設(大 学病院、大規模病院

各1施 設)で ある。記録簿と管理が各実験者に任されて

いるのが12施設(一 般病院が5施 設、大学病院が4施 設、

大規模病院が3施 設)。一般病院でその他と回答 したヱ2

施設のうち6施 設は感染性微生物を保有しない、または

検査は外注であると答えた。微生物の保有が無いので無

回答が一般病院で46施設(検 査外注を含む)、大学病院

で4施 設、国公立医療センター等で2施 設であった。感

染性微生物を保有するが管理方法について無回答が一般

病院で3施 設、国公立医療センター等で2施 設であった。

第2群(大 学)

合計22施設について、感染1生微生物の保管管理で共通

の記録簿があり管理責任者がいるのは2施 設(医 学部と

歯学部がそれぞれ1施 設)。共通の記録簿があるが管理

は各実験者に任されているのが2施 設(医 学部と歯学部

がそれぞれ!施 設)。保管庫からの出し入れと管理が各

実験者に任されているのが8施 設(医 学部と薬学部がそ

れぞれ3施 設、歯学部 と理学部がそれぞれ!施 設)。そ

の他が1施 設であった(動 物実験では記録簿があり、管

理責任者がいるが、動物実験以外では実験者による管理

が行われている)。残り9施 設は感染性微生物を保管し

ていないので無回答であった。

第3群(国 公立 ・企業研究所)

国公立 ・企業研究所で、共通の記録簿があり管理責任

者がいるのが4施 設あった。2施 設は記録簿 ・管理共に

各研究者の自主管理であった。3施 設は微生物を保有し

ていないために無回答であった。

第4群(医 療系検査企業)

医療系検査企業で、共通記録簿があり管理者がいるの

が3施 設。共通の記録簿があるが管理は各実験者が行 う

のが1施 設。記録簿 ・管理共に各実験者が行うのが1施

設。その他は2施 設(記 録簿、あるいは管理が各実験者

で行われている)。無回答が1施 設であった。

第5群(公 立地方衛生研究所)

公立地方衛生研究所で、共通記録簿があり管理責任者

がいるのが8施 設。共通記録簿があるが管理は各実験者

が行うのが9施 設。記鍮簿 ・管理共に自主管理が20施設、

その他が5施 設(レ ベル3で は共通記録簿と管理責任者

がいるのが3施 設、2施 設は各実験者の自主管理)で

あった。
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(2-5)実 験様式(動 物実験0そ の他)

動物実験について感染動物の個体言翻llと実数の記録簿

についての回答結果を示した。

第1群(病 院)
一般病院で

、71施設全てが動物実験を行っていない。

大学病院では合計13施設で個体識別と実数の記録簿があ

るのは1施 設。個体識別は行わないが実数の記録簿があ

る施設が1施 設。動物実験を行っていないのが4施 設。

無回答が7施 設。国公立医療センター等では無回答でい

ずれも動物実験は行っていない。

第2群(大 学)

大学では、合計22施設中、個体識別と実数の記録が行

われているのは3施 設(医 学部が2施 設、歯学部が1施

設)。実数の記録簿があるのが5施 設(医 学部が3施 設、

理学部と薬学部が各1施 設)。その他は薬学部で1施 設

(詳細不明)。無回答が13施設(不 明が医学部で1施 設、

歯学部が2施 設、動物実験を行っていないのは理学部が

5施 設、薬学部が3施 設、看護学部が2施 設)で あった。

第3群(国 公立m企 業研究所)

国公立 ・企業研究所では、合計9施 設中、個体識別 ・

実数記録が行われているのが3施 設で、その他が1施 設、

無回答が5施 設であった。

第4群(医 療検査系企業)

医療検査企業全8施 設では、動物実験を実施していな

い施設が4施 設で、無回答が4施 設であった。

第5群(公 立地方衛生研究所)

公立地方衛生研究所では、合計42施設中、個体識別 ・

実数記録がある施設は13施設であった。実数記録のみが

8施設であった。動物実験を実施していない施設9施 設

であった。無回答が12施設であった。

(2-6)実 験室内での事故対応システム

実験室内で事故が発生した場合に感染陞微 生物を封 じ

込める人的対応、および訓練の実施について得られた回

答結果を示した。

第1群(病 院):

一般病院では感染性微生物を通常保有 していないため

に対処マニュアルを持つところはない。また、想定訓練

も実施を考慮していない。しかし、感染性微生物の存在

が疑われる検査検体による事故を想定し当事者が対応を

行 うとする施設が合計71施設中で、6施 設、事故を想定

した訓練 ・シミュレーシaン を行っているところが21施

設ある。一方、大学病院では対処マニュアルが整備され

訓練を実施している施設が2施 設あった。国公立医療セ

ンター等では事故を想定した対応を考えているところが

2施 設、事故を想定した訓練 ・シミュレーションを実施

しているところが1施 設あった。

第2群(大 学)

大学では、合計22施設中、所定の規則に従って作成し

たマニュアルで事故に対処できるようなシステムをもっ

施設は8施 設(医 学部と薬学部がそれぞれ3施 設、理学

部と歯学部がそれぞれ1施 設)あ るが、実際に事故を想

定して訓練を行っているところは1施 設(歯 学部)で

あった。施設としての事故対応規則はないが実験担当者

が中心になって封じ込めの手段を講 じるとした施設は4

施設(医 学部と歯学部がそれぞれ2施 設)あ り、封じ込

め訓練を行うことを考えているとした施設は5施 設(医

学部3施 設、薬学部 と理学部がそれぞれ1施 設)。 訓

練 ・シミュレーションについてその他の意見では、医学

部の1施 設は講習会を行っており、他の1施 設ではマ

ニュアルはあるが訓練 ・シミュレーションを行っている

かは不明であった。薬学部の1施 設では最寄の消防署と

事故時の対応を協議していると回答 した。

第3群(国 公立 ・企業研究所)

国立 ・企業研究所では、合計9施 設中4施 設が組織的

な対応策を持っており、訓練を行っている施設が1施 設、

実験室がないために具体的な対応はせず、訓練 ・シミュ

レーションもしないとした施設が!施 設。当事者による

対応が!施 設、訓練を行 うことを考えているのが1施 設

である。

第4群(医 療系検査企業)

医療系検査企業では、合計8施 設中3施 設が組織的な

対応策を持っており、1施 設が訓練を実施している。

第5群(公 立地方衛生研究所)

公立地方衛生研究所では、回答があった42施設のうち

18施設が組織的な封じ込め対策を有しており、6施 設が

訓練を実施している。15施設が当事者を中心とした対応

を行 うとしているが、23施設が訓練を実施 していない。

7施 設で訓練実施を考えている。

(2-7)大 規模災害を意識した感染性微生物封じ込め意

識と管理規定への災害対策の盛り込み

大規模災害を想定した病原微生物の封じ込めの必要性

を意識 しているか、また意識している場合には管理規定

に盛り込んでいるかについての回答結果を示 した。

第1群(病 院)
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一般病院では
、合計71施 設 中、意識 している病院が12

施設、意識 していない施設が27施 設、どちらでもないが

3施 設、無回答が29施 設であった。

大学病院では、意識 しているのが3施 設、意識 してい

ない施設が3施 設、どちらでもないが3施 設、無回答が

4施 設であった。

国公立医療セ ンター等では意識 しているが6施 設、意

識 していないが1施 設、無回答が3施 設であった。

意識 していると答 えた施設で管理規定に具体的に盛 り

込んであると答えた施設は、一般病院では12施 設中!施

設、大学病院、大規模病院共に無かった。 しか し、必要

性を意識 しているど答えたのは、一般病院では!1施 設、

大学行院では2施 設、国公立医療センター等では2施 設

であった。

第2群(大 学)

大学では、合計22施 設中、意識 していると答 えたのが

!0施設(医 学部6施 設、薬学部が3施 設、理学部が1施

設)、 意識 していない と答 えたのが2施 設(歯 学部 と理

学部がそれぞれ1施 設)、 どちらでもない と答 えたのが

2施 設でいずれも歯学部であった。無回答は8施 設(薬

学部が2施 設、理学部が4施 設、看護学部が2施 設)で

あった。

意識 していると答えた施設で管理規定に具体的に盛 り

込んであると答 えた施設は2施 設(医 学部、薬学部がそ

れぞれ1施 設)。 どちらでもない と答えたが、盛 り込ん

であるのが歯学部で1施 設あった。

第3群(国 公立 ・企業研究所)

国公立 ・企業研究所では、合計9施 設申、意識 してい

ると答 えたのは5施 設、 どちらでもないが ヱ施設、無回

答が3施 設であった。意識 していると答えた5施 設で管

理規定に具体的に盛 り込んでいると答えたのは3施 設で

あった。

第4群(医 療系検査企業)

医療系検査企業では、合計8施 設中意識 していると答

えたのは全8施 設であった。その内2施 設が管理規定に

具体的に盛 り込んでお り、1施 設が規定に盛 り込んでお

らず、5施 設が必要性は意識 していると答えた。

第5群(公 立地方衛生研究所)

公立地方衛生研究所では、合計42施 設中、意識 してい

ると答えたのは32施 設、意識 していない と答 えたのは8

施設、無回答が2施 設であった。意識 していると答えた

32施設の内12施 設で管理規定に具体的に盛 り込んでいる

と答 えた。

(・)施 設の耐震構造

第1群(病 院)

一般病院では7!施 設 中
、30施 設が耐震構造であり、3

施設は耐震 ・免震構造であった。17施 設では耐震構造で

あるかは不明であった。その他 とした3施 設では建物の

老朽化が進んでいると答えた。無回答が18施 設あった。

大学病院では合計13施 設中、3施 設が耐震溝造で、3

施設が耐震 ・免震構造 であった。不明、その他、および

無回答は7施 設であった。

国公立医療センター等では、合計!2施 設中、耐震構造

が ユ施設、耐震 ・免震構造が1施 設、不明、その他、お

よび無回答が7施 設であった。

第2群(大 学)

大学では、合計22施 設 中、耐震 構造であるのが8施 設

(医学部 と看護学部がそれぞれ1施 設、薬学部、歯学部、

理学部がそれぞれ2施 設)で あった。耐震m免 震構造で

あるのが2施 設(医 学部、薬学部が各1施 設)で あった。

不明が5施 設(医 学部、薬学部、歯学部、理学部、看護

学部で各1施 設ずっ)で あった。

第3群(国 公立 ・企業研究所)

国公立 ・企業研究所では、合計9施 設中、而嬢 構造が

5施 設、耐震 ・免震構造が1施 設、無回答が3施 設で

あった。

第4群(医 療系検査企業〉

医療系検査企業では、耐震購造が2施 設、不明が3施

設、免震工事中が!施 設、無回答が2施 設であった。

第5群(公 立地方衛生研究所)

公立地方衛生研究所では、耐震構造が15施 設、耐震 ・

免震構造が3施 設、不明が18施 設、一部耐震、P3実 験

室のみ耐震、耐震工事中、耐震 ではない、昭和46年 建造

で耐震か不明がそれぞれ1施 設ずつあった。

(2-9)大 規模災害時を想定 した感染性微生物封 じ込め

能力に対する施設の自己評価

大規模災害時における感染 幽敷生物の封 じ込め対策を

総合的に見て どのように自己評価 されますか、以下の4

つか ら回答 した結果を示 した。

1.高 い防災意識 と感染 性微生物封 じ込め意識 を持ち実

際上の対策 を有する施設である。

2.大 規模災害に対する防災意識があ り、発災時の対策

を立案 ζる必要性を認識 している施設であり、具体化

を検討中である。
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3.防 災対策 ・感 染性微生物の封 じ込め共に必要性は意

識 しているが具体化に着手 していない状況にある。

緩.そ の他

第1群(病 院)

病院では、回答のあった一般病院71施 設の うち1と2

は各1施 設、3と したのは31施 設、4と した施設は9施

設あ り感染性微生物を保有 していないことか ら質問項 目

に該 当しないとするコメン トがあった。無回答は29施 設

であった。

大学病院では、13施 設の うち1は 無く、2は3施 設、

3は6施 設、4は 無 く無回答が4施 設であった。

国公立医療セ ンター等では、12施 設中1は 無 く、2と

3が 各3施 設、4が!施 設で無回答は5施 設であった。

第2群(大 学)

大学では、合計22施 設中、1と したのは4施 設(医 学

部が3施 設、薬学部が!施 設)。2と したのが医学部 と

理学部 とが各1施 設。3と したのが8施 設(医 学部 と薬

学部がそれぞれ2施 設、歯学部で3施 設、理学部で!施

設)で あった。無回答は薬学部で2施 設、理学部で4施

設、看護学部で2学 部であった。

第3群(国 公立 ・企業研究所)

国公立 ・企業研究所では、合計9施 設中、1と したの

は1施 設、2は3施 設、3と4は 各!施 設であった。無

回答が3施 設であった。

第4群(医 療系検査企業)

医療系検査企業では、合計8施 設 中、1は なく、2と

3と したのがそれぞれ4施 設であった。

第5群(公 立地方衛生研究所)

公立地方衛生研究所では、合計42施 設中、1と したの

が5施 設、2と したのが12施 設、3と したのが21施 設、

不明が3施 設(い ずれ も耐震強度が不明)で あった。

(2司0)本 調査に関連したコメント

意見は第1群(病 院)で 一般病院 よ り7件 、第2群

(大学)よ り3件 、第3群(国 公立 ・企業研究所)は0

件、第4群(医 療系検査企業)よ り1件 、第5群(公 立

地方衛生研究所)よ り1件 が寄せ られた。

以下原文のまま示す。

第1群(一 →殺病院)

① 今後予測のできない災害が発生 した場合に病院の役

割 と機能 をうまく果たせ るように多方面での取 り組

み、準備 とを点検するよう心がけたいと痛感致 しま

す。

② 二次災害として感染症の発生を防ぐよう非常時にお

ける感染症対策も考えなくてはならないことを認識

致しました。

③ 大規模災害を想定した病原微生物の封 じ込めの必要

性は個人レベルでは感 じているが病院レベルでは

至っていない。現在感染症対策マニュアルの内容を

再検討中なので今後災害を想定した場合のそれらの

取り扱いも内容に盛り込んでいこうと思う。

④ 当院において培養検査は総て外注であり院内での細

菌検査は不可であり感染性微生物の保存はしていな

い。ウイルス分離等も院内では不可能であり、動物

実験なども施設がないことから感染牲微生物を管理

する必要は今の所事実上ありません。防災意識を高

める努力はしております。

⑤ 一般病院(民 間)に おいては医療安全推進委員会が

設置されているのが殆どでoし かし、感染性微生

物を取り扱っているにも拘らずその認識レベルが低

いように思われます。今後このアンケー ト調査の趣

旨に従った研究と実践が促進されることは大事だと

考えます。

⑥ 当院では検体検査は検査センターに外注しており、

院内では殆ど行っておりません。違った角度からの

安全対策を見直す機会になりました。今後委員会の

議題に挙げて検討していきたいと思います。

⑦ 病院においても感染の原因となりえる生体検査材料

についての配慮も行 う必要があると考えさせられた。

第2群(大 学)

① より安全腔の高い施設 として運用していきたいと考

えています。当施設にはBSL3実 験室と動物飼育

室とがありうまく運用すべく努力しています。

② 当施設ではEBウ イルスのみを扱っており、ヒトが

ほぼ100%感 染し保持しています。厳重な管理につ

いて必要ないと考えています。他方医学部学生実習

用に用いる微生物については今後厳重な保管を検討

すべきと考えています。学生実習期間は年間2週 間

程度です。

③ 当施設では感染性微生物に関する研究を行っていな

い。今後感染性微生物を取り扱 うことになれば管理

体制を整える必要があると考えている。

第4群(医 療系検査企業)

① 菌種別に分類された対策の基準があれば会社として

対応 しやすいと思います。
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第5群(公 立地方衛生研究所)

① 安全キャビネットの定期点検や設置時の検査は施設

管理上法的規制がないのが実態です(大 学を除く)。

日常的な安全管理こそが最重要と思うのですがその

ための措置がかなり困難なのは当施設だけでしょう

か。

5● 考 察

1995年L月17日 午前5時46分 に発生した阪神淡路大震

災においては、医療系機関が発災直後から復興期までの

全期間に渡って被災者の救援 ・治療にそのカを発揮した。

しかし、その反面感染性微生物の検査 ・研究を行ってい

る医療系検査施設において、発災当日に実験室内レベル、

および動物実験レベルの両方について感染性微生物の施

設内封じ込め維持に影響を与える危機的事態が発生した。

この事態は施設責任者以下一丸となって対処した結果、

感染性微生物の施設外への漏出は未然に防止されだ 〉。

2004年10月23日午後5時56分 に発生した中越地震にお

いても新潟市内にある医療系検査機関において、実験室

内感染性微生物の飛散という事態は起こらなかったもの

の試薬ビン等の落下破損が起こった。

地震のような大規模自然災害が東京を含む首都圏に発

生すれば、同様の事態が同時に複数の施設で発生するで

あろうことは想像に難くない。しかし大規模災害に際し

て感i染性微生物の封じ込めが破れて施設の外に拡散 し一

般住民の中に感染症が発生することは絶対に防がなけれ

ばならない。そのための防災対策、すなわち予防対策あ

るいは最小化対策の立案と実施は緊急課題である。本調

査は、対策立案に先立って現状把握を目的として行った

が、我々が真に目指すのは大規模災害の発生に際して実

効性のある感染性微生物対策を提示しその普及を図るこ

とである。

今回の調査で得られた結果が意味するところを端的に

言えば、大規模災害時に研究施設自体が感染性微生物に

よる二次災害の原因となりうる危険性について、感染性

微生物の管理部署の設置と管理規定、保有する感染性微

生物の数量の管理、実験室内実験動物感染実験、耐震 ・

免震溝造、およびシミュレーションや訓練等のいずれの

面においても、防災対策としての充分な感染性微生物対

策が準備されていないのが現状である。

大規模災害を想定した感染性微生物封 じ込め能力に対

する自己評価の回答では、高い防災意識 と感染陛微生物

封 じ込めの意識を持っているとしたのは、病院では一般

病院71施設中!施 設、大学病院では!3施設、及び国公立

医療センター等では共になしであった。ただし病院にっ

いては本調査において患者の検体が検査機関による集配

まで一時的に保管されるところが殆どであり、感染症発

生の源 となる可能性は低い。一方感染惟微生物を取り扱

う研究施設において高い自己評価を与えている施設は少

なく、大学では医学部は6施 設中3、 薬学部では5施 設

中1、 国公立 ・企業研究所は9施 設中!、 医療系検査企

業は9施 設中1で あった。

回答に応じた施設における防災意識と対策に対する自

己評価が高いと回答 した割合の低さは、アンケー トに回

答しなかった施設を加えると更に低いものと考えられる。

公立地方衛生研究所でも回答率は55%(42/77)で 、回答

した42施設のうち5施 設だけが高い自己評価であった。

今後、東京も含めて日本全体について大規模災害時にお

ける感染性微生物漏出による感染症の流行を防止する対

策を早急に立案、実施する必要がある。

次に、感染性微生物による一時災害としてのバイオテ

ロも考慮する必要がある。すなわち、医科学研究系施設

で保有している感染性微生物を用いたバイオテロを想定

した対策も立案されなければならない。

1995年5月5日ArCCよ りペス ト菌の分与を受けよう

とした男がアメリカのオハイオ州で逮捕された。その後

1996年4月 に制定された反テロ法は感染性病原体の発送

を米国疾病管理セ ンター(CDC:CenterfbrDisease

Control)が厳格に監視するよう定めている。 しかし、同

人は再度1998年2月19日 にも炭疽菌を所持しようとして

逮捕されている。この事件は米国において何等違法な手

段を用いることなく感染陸微生物を入手することが容易

であることを示した象徴的な事件であった。Q本 におい

ても、微生物の取り扱いは研究者の科学者としての使命

感 と誠意を基にした自主管理によりその取り扱いが行わ

れている。 しかし、アメリカを始め世界各国で起きてい

るテロの様相を考慮すると現実的な危機管理として、バ

イオテロ対策においては病原微生物の保管管理状況をま

ず各施設において正確に把握することが必須である。

我々が実施した予備調査においても実際にバイオテロに

使用可能な感染性微生物が都内に複数箇所保管されてい

ることは明らかであり、全施設に共通する非常時の危機

管理事項を盛り込んだ管理規定の試案を早急に立案する
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必要がある。我国においても生物資源管理のための微生

物バンクという観点からの全国規模の保有微生物のリス

ト作成は行われており、こうした情報もバイオテロ対策

に活用すべきである。

我々は大規模災害の二次災害としての感染症対策とい

う観点から今回の予備調査を行ったが、今後は一時災害

としての微生物災害の阻止 ・最小化ということも視野に

いれて感染1雪数生物災害に対する効果的な対策立案を目

指して研究を推進したいと考えている。

この研究は平成!5-17年 度文部省科学研究費基盤研究

(B)総 合領域(B)『 都市型災害発生後の災害弱者の避

難 ・生活支援等の安全化システムに関する研究』、及び

平成16年度首都大学東京傾斜配分特別研究費によって行

われたものである。
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